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１ 令和７年度 予算編成方針 

（１）予算編成の基本方針 

 令和６年６月２１日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2024」では、 

日本経済はデフレから完全に脱却し、成長型の経済を実現させる千載一遇の歴史的 

チャンスを迎えており、成長型の新たなステージへの移行させていくことが、経済財政

運営において最重要課題であると位置づけされています。また、社会課題への対応を通

じた持続的な経済成長の実現のため、賃上げの促進、中小企業の活性化、新技術の実装

やDXの推進など、所得と生産性の向上を目指しています。 

そのような中、伯耆町は基礎自治体の責務として、少子高齢化、人口減少等の課題

解決、地方行財政基盤強化に向けた対応が求められています。 

また、これまで多くの公共施設更新で活用してきた財政的に有利な合併特例事業債

は、令和６年度予算で発行可能額をすべて発行する予定にしています。そのため、今

後改修工事等を行う際には、これまで以上に財源の確保が厳しい状況となるため、無

駄な経費を削減し、財源を捻出しなければなりません。 

身の丈に合った持続可能な財政運営のため、「全事務事業見直し調査」などを踏ま

え、既存事業の「目的」「必要性」「費用対効果」などを再度検証し、特に「目的を

達成した事業」や「マンネリ化した事業」については事業を廃止する、または新たな

効果を生むために事業を統合するなど、具体的かつ実現性を踏まえた要求となるよう、

創意工夫を持って予算編成に取り組んでください。 

なお、各種事業の懸案事項の処理については、先送りすることなく適切な時期に実

施できるよう、財源の確保も含め、十分な検討をお願いします。 

令和７年度予算編成にあたっては前例にとらわれることなく、住民生活に本当に必

要な事業のあり方を再考し、無駄のない予算要求となるよう心がけてください。 

 

 



（２）伯耆町の財政状況 

１ 令和５年度決算状況（一般会計） 

令和５年度の伯耆町一般会計決算は、前年度決算額に対して、歳入では３億８，５８１万円、

歳出では２億５，００９万円の減額となり、実質収支は４億３，４９０万円の黒字となりました。 

近年、新型コロナウイルス感染症対応等により、決算の規模が通常より大きくなっていました

が、新型コロナウイルス感染症の位置づけが５類となったこと、公共施設の長寿命化改修が概ね

完了し、普通建設事業費が減少、それに伴い地方債の借入も減少したことにより前年度より歳入

歳出ともに大きく減額となりました。 

 

 

・普通建設事業費の減、起債

早期返済により公債費減少。 

 

・人勧対応、R6 年度から会

計年度任用職員の勤勉手当

支給開始等により、人件費の

負担が大きくなる見込み。 

 

・高齢化、障害サービス利用

増などにより扶助費増 

 

⇒今後義務的経費が増加

することが見込まれる。 



２ 各財政指標の推移（普通会計ベース） 

① 実質公債費比率 

年 度 30 元 ２ ３ ４ ５ 

 8.4 8.3 7.7 6.7 6.8 7.9 

実質公債費比率は１年間の収入に対する起債償還の負担割合です。 

令和５年度の実質公債費比率は、前年度に比べて 1.1 ポイント増の 7.9％となりました。 

これは、近年、借入利率が上昇傾向にあり、起債を低い利率で借入することを目的に借入期

間を短縮したため、１年あたりに償還する金額が増加したことが主な要因となっています。 

 

【鳥取県内市町村の状況（令和４年度決算）】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【類似団体との比較（令和４年度決算）】 

 

 

 

 



 

② 将来負担比率 

年度 30 元 ２ ３ ４ ５ 

 － 

(△38.7) 

－ 

(△45.4) 

－ 

(△49.9) 

－ 

(△63.5) 

－ 

(△68.9) 

－ 

(△70.1) 

将来負担比率の「―」は、現在の基金等で将来的な負担である公債費等をカバーできているこ

とを表しています。今まで行ってきた起債の繰上償還、償還期間短縮の効果により、将来負担比

率は年々改善されています。スピードを上げて償還を行うと、実質公債費比率が上昇しますが、

令和５年度決算において７．９%と健全な状況をキープすることができています。 

 
 

【鳥取県内市町村の状況（令和４年度決算）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



３ 地方債残高の推移（一般会計） 

 

・令和６年度以降の償還予定額は、令和６年度借入分（当初予算額＋繰越額）を反映させたもの。 

・令和７年度以降の借入額は未定であるため、償還予定額、年度末未償還額とも未反映となっている。 

 

４ 基金残高の推移（一般会計） 

 

 

 

 

 

 

５ 地方交付税の推移 

 

 

 

 



２ 予算編成要領 

（１）当初予算編成スケジュール 

令和６年１１月 ７日（木）   ：予算要求入力開始 

       １２月 ６日（金）１７時：予算要求〆切 

       １２月１６日（月）～  ：各課ヒアリング開始 

令和７年 １月１０日（金）１７時：集落補助分要求 ＋ 追加要求〆切 

１月下旬       ：町長査定（予定） 

 

（２）基本的事項 

ア 通年予算の原則 

予算は通年予算とし、原則として当初予算要求時には把握が困難なものや制度改

正を伴うもの、災害関係経費など、真にやむを得ないもの以外については、年度途

中の増額補正は認めませんので、安易に補正予算を見込まず、通年予算として要求

を行ってください。 

イ 国・県の動向について 

予算要求時点では国の予算・地方財政計画等は未確定のため、制度改正等が明確

になっているものを除き、現行制度を前提に予算編成を進めるものとします。 

各課においては国・県の動向について積極的な情報収集に努めたうえで、適正な予

算要求を行ってください。 

ウ 追加要求期限の設定 

国の動向等が不透明なものは、原則、現行制度により要求をしてもらいますが、

住民生活に直接影響があるもので、その後、国の動向が明らかになったものについ

ては“追加要求期限”を設定し対応することとします。 

【追加要求期限】令和７年１月１０日（金）午後５時 

 



（３）個別事項 

ア 歳入については、国・県・民間等の有利な補助制度を活用すること。 

また、町税・利用料・使用料等にあっては、課税客体の確実な把握や徴収強化を図り、

自主財源の確保に努めること。 

イ 扶助費については、不用額が肥大しないよう国・県の制度改正の内容を十分把握

し、近年の実績等を考慮（決算分析の際には、突発的な事象は除く）のうえ、的確

な見込みを行い、また、対象者の見直し等細部にわたって徹底した検討を行い要求

すること。 

ウ 維持管理費（光熱水費等）は、過去のデータ管理を徹底し、状況に応じて、必要

な額を適切に見込むこと。（過大に見積もらないこと） 

  なお、過去の実績の平均値を根拠とする場合には、特殊事情（漏水など）は除い

て算出すること。 

エ 維持補修費については、施設の現状を把握し、緊急度等を十分精査・検討し、当

該年度に補修等が必要と認められるものについて適正な額を要求すること。 

※補正は、年度中途に生じた原因による緊急性のあるもの以外は認めない 

オ 委託料については、改めて委託業務の内容を見直し、長期継続契約・業種間の 

一括契約など必要最小限かつ効率化に努めること。 

カ 補助金・負担金等については、目的、事業内容、事業効果等を精査のうえ、必要

不可欠なものに限って要求すること。また、交付先に対して積極的に経費縮減努力

を促すこと。 

交付団体等の決算書において補助金・負担金以上の繰越金がある場合などは、原則

として要求を見送るか、事業内容を大幅に見直すなど精査すること。 

併せて、単年度で終わる補助事業を除き、複数年にわたるような補助事業を実施す

る際には、先の決算審査意見書にもあったように補助金交付要綱の制定及び運用実施

を適切に図ること。 

キ 投資的経費については、事業の緊急性・必要性・後年度の財政負担等を考慮し、 

効果的な事業実施を図ること。 

また、事業実施にあっては国・県等の補助金を確保するなど、多額の地方債や一

般財源を要する事業は十分に検討すること。 

 



ク 町単独事業（集落補助事業）については、原則５か年計画に計上された事業のみ 

とするが、新規事業であっても必要度・緊急性が高いと認められるものについては、 

各課で十分に精査の上、優先順位をつけ要求を行うこと。 

※いずれも、原則当初要求のみ 

ケ 一般財源のみの事業については、国・県補助金等利用できるものがないか検討の 

うえ、ない場合は特に見直しを行い、経費削減に努めること。 

コ その他 

（ア）事務用品については、補助事業をあてにすることなく、真に必要な額を適切に

見込むこと。 

（イ）食糧費については、原則ボランティアへのものだけとし、報酬、報償費の支払 

対象者及び職員のものは認めない。また、昼食が必要なイベント等については 

午前又は午後のみの開催も検討すること。 

（ウ）加除式の図書については、必要性を再確認し、単行本で用が足りるものやイン 

ターネットで閲覧が可能なものは、購読を中止すること。また、学校・保育所な 

どで参考図書やＣＤ等それぞれが同一のものを購入している場合は、共同利用に 

ついて検討すること。 

（エ）制度的に現時点で把握できないものについては、現行制度で見積りを行い、内 

容が判明した時点で財政担当と協議の上、要求書の差し替え等を行うこと。 

（オ）広告入り物品の寄附（広告事業）を活用し、経費の削減に努めること。 

サ 特別会計・企業会計についても、原則として一般会計に準じるものとする。 

独立採算性が原則であるため、事業収入の確保、経営の効率化、経費の有効活用に 

努め、法令等で負担区分が明確化されているもの及び会計間協議により負担する 

ものを除いては、安易に他会計に依存することのないようにすること。 

 


